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平成１８年１１月１５日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官

平成１８年(ワ)第４８２４号 損害賠償請求事件(第１事件)

平成１８年(ワ)第１２６８９号 損害賠償請求事件(第２事件)

口頭弁論終結日 平成１８年９月２７日

判 決

東京都町田市（以下略）

第１事件及び第２事件原告 Ａ

横浜市神奈川区（以下略）

第１事件被告 Ｂ

東京都墨田区（以下略）

第２事件被告 経営戦略研究所株式会社

上記２名訴訟代理人弁護士 岡邦俊

同 瀧谷耕二

東京都千代田区（以下略）

第２事件被告 株式会社東京リーガルマインド

訴訟代理人弁護士 石岡忠治

(以下，第１事件及び第２事件原告を「原告 ，第１事件被告Ｂを「被告Ｂ ，第２」 」

事件被告経営戦略研究所株式会社を「被告研究所 ，第２事件被告株式会社東京リ」

ーガルマインドを「被告東京ＬＭ」という。)

主 文

１ 被告らは，原告に対し，連帯して１７万円を支払え。

２ 原告の被告らに対するその余の請求をいずれも棄却する。

３ 訴訟費用は，各自に生じた費用を各自の負担とする。

４ この判決は，仮に執行することができる。

事 実 及 び 理 由

第１ 請求
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１ 第１事件

被告Ｂは，原告に対し，６０万円を支払え。

２ 第２事件

被告研究所及び被告東京ＬＭは，原告に対し，連帯して２００万円を支払え。

第２ 事案の概要

本件は，原告が，当時被告研究所からの依頼により，中小企業診断士試験用教材

の原稿を著作したところ，被告研究所の代表者であった被告Ｂが原告に無断で，上

記原稿に基づいて別の原稿を作成して被告東京ＬＭに引き渡したため，被告東京Ｌ

Ｍが原告の複製権等を侵害する教材を作成したと主張して，被告らに対し，複製権

侵害及び著作者人格権(公表権，氏名表示権，同一性保持権)侵害による損害賠償の

支払(被告研究所に対しては，民法４４条１項)を請求した事案である。

１ 前提事実

(1) 原告著作物

ア 原告は，被告研究所から，平成１３年４月６日，株式会社通産資料調査会

(以下「通産資料調査会」という。)から発行予定であった「中小企業診断士合格ポ

イントマスター(下)」の「第９章 助言理論 Ⅰコンサルティング理論 ２．問題

の発見 ３．問題解決策の立案」の部分の執筆依頼を受け，同月２０日，その著作

を完了し，被告研究所に対しその原稿を引き渡した。

イ 通産資料調査会は，同年５月３０日 「中小企業診断士合格ポイントマスタ，

ー(下)」を発行した(以下，原告が著作し，上記文献の３９１頁から４０７頁まで

に掲載された部分を「原告著作物」という。)。

その「編著者・執筆者一覧」の頁には，執筆者の１人として，原告の氏名，執筆

箇所等が記載されている。

(以上，争いのない事実，甲２)

，ウ 原告著作物のうち後記(3)イの本件侵害部分として使用された部分の大半は

他の参考文献に記載された文章や図表を引用し，又は要約したものである。
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(甲２，３，丁１～５，弁論の全趣旨)

(2) 本件業務委託契約

ア 被告東京ＬＭは，資格取得講座を開講し，受講生用の教材等を発行すること

を業として行っている会社である。

(甲５，弁論の全趣旨)

イ 被告東京ＬＭと被告研究所とは，平成１３年１月１日，被告東京ＬＭが被告

研究所に対して，中小企業診断士試験用講座に関し，講義及びテキスト作成等を委

託することを内容とする業務委託契約(以下「本件業務委託契約」という。)を締結

した。

本件業務委託契約中には，著作権処理に関し，以下の条項がある。

「第５条(著作権等)

１ 委託業務の過程で発生した著作権(著作権法第２１条乃至第２８条に定める

全ての権利)等の一切の権利は，発生と同時に甲(注：被告東京ＬＭ)に移転する。

また，乙(注：被告研究所)が委託業務遂行以前より権利を有している著作物を使用

する場合には，乙は，条件を付さずして甲及び甲の指定する者に対してその使用

(複製，翻案，改変等を含む。)を許諾する。

２ 乙は，甲及び甲の指定する者に対して，前項所定の著作権に関する著作者人

格権を行使しない。

３ 乙は，委託業務の実施にあたり，第三者の権利を尊重するとともに，第三者

の権利を侵害しないように細心の注意を払い，万一紛争となった場合には，自己の

責任において，これを処理・解決しなければならない 」。

(乙１の１)

(3) 本件テキスト

ア(ｱ) 被告Ｂは，被告研究所の代表取締役として，平成１３年４月２０日に原

告から原稿を引き渡された後，その原稿に基づき，本件業務委託契約に基づく「中

小企業診断士試験２次ストレート合格講座・基礎編」(以下「本件講座」という。)
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の教材として使用するため，原告著作物を一部省略して約２分の１の分量とし，順

序を入れ替えた原稿を作成し，被告東京ＬＭに対し，引き渡した。

(甲２，３，弁論の全趣旨)

(ｲ) なお，本件業務委託契約書５条１項(上記(2)イ)の存在によっても，被告

Ｂが原告著作物について著作権を有しない以上，被告Ｂが作成した原稿を被告東京

ＬＭに引き渡したことにより，原告が原告著作物について有する著作権が被告東京

ＬＭに譲渡されることはあり得ない。

イ(ｱ) 被告東京ＬＭは，同年４月末ころ，本件講座の教材として 「基礎編，

２３回・２４回 助言理論基礎①②」(以下「本件テキスト」という。)を３５０部

印刷し，そのころ，池袋校及び横浜校の受講者合計７０名に対し，各１部配布し，

講師用に数部使用した。本件テキストが講義で使用されたのは，助言理論基礎の最

初の講義日である平成１３年５月１日以降である。

本件テキストは 「基礎編」全２４回中の２回分であり，本文は全部で５０頁で，

あり，１３頁から２２頁までの記載は，被告Ｂが作成した上記アの原稿のとおりで

ある(以下，本件テキストの１３頁から２２頁までの部分を「本件侵害部分」とい

う。)。

(甲３，１７，乙３の１・２，７，９の２，弁論の全趣旨)

(ｲ) 原告は，印刷部数は４５０部であると主張するが，この主張は，被告東

京ＬＭが本件テキストの印刷費用を主張した部分において，３００部印刷する場合，

印刷ミス等に備える予備の紙として通常１５０部分の紙が必要になると主張したこ

とに基づくものであって，他に裏付けもなく，採用できない。ただ，落丁等に備え

て必要部数以上印刷し，納入することは考えられるから，被告東京ＬＭとの交渉過

程で示された３５０部(甲１７)を採用すべきである。

(ｳ) 被告東京ＬＭは，平成１３年８月に講座担当者が被告研究所から他に変

更となったことに伴い，本件テキストの残りを廃棄した。

(乙１０，１１，弁論の全趣旨)



- 5 -

ウ よって，本件テキストを著作，出版する被告Ｂ及び被告東京ＬＭの行為は，

本件侵害部分について，原告の複製権を侵害する行為である。

エ 本件テキストが前記イ(ｱ)のとおり受講生らに公表された当時，原告著作物

はいまだ公表されていなかった。

また，本件テキストには，著作者名として原告の氏名が表示されていない。

さらに，前記アのとおり，本件侵害部分は，原告著作物の一部が省略されたり，

順序を入れ替えられている。

(争いのない事実)

オ よって，上記のような本件テキストを著作，出版する被告Ｂ及び被告東京Ｌ

Ｍの行為は，本件侵害部分について，原告の複製権及び著作者人格権(公表権，氏

名表示権及び同一性保持権)を侵害する行為である。

原告は，これらの行為により，精神的苦痛を被った。

(弁論の全趣旨)

(4) 口述権侵害

原告は，被告Ｂが本件テキストを使用して本件講座の講義を行ったから，原告が

原告著作物について有する口述権を侵害した旨主張する。

しかしながら，口述とは 「朗読その他の方法により著作物を口頭で伝達するこ，

と(実演に該当するものを除く。)をいう 」(著作権法２条１項１８号)と規定され。

ているところ，本件講座において，本件侵害部分を含む本件テキストが口述された

と認めるに足りる証拠はないから，原告のこの点の主張は理由がない。

２ 争点

(1) 被告らの故意・過失

(2) 損害額

３ 争点に関する当事者の主張

(1) 被告らの故意・過失

ア 原告の主張



- 6 -

(ｱ) 前提事実によれば，被告Ｂは，原告の著作権及び著作者人格権(公表権，

氏名表示権及び同一性保持権)を侵害することにつき，故意があり，少なくとも過

失があった。

(ｲ) 被告東京ＬＭは，本件テキストの作成に当たり，著作権処理が適法にされ

ていることの調査を怠ったから，少なくとも過失があった。

イ 被告Ｂ及び被告研究所の主張

。原告の主張(ｱ)のうち，故意があったことは否認し，過失があったことは認める

被告Ｂは，多忙のため，原告の承諾を得ることを失念していた。

ウ 被告東京ＬＭの主張

原告の主張(ｲ)は否認する。

被告東京ＬＭは，被告Ｂから，他に著作権を有する第三者がいるとの申し出を受

けておらず，しかも当時，原告著作物が掲載された「中小企業診断士合格ポイント

マスター(下)」は公刊されていなかったから，著作権侵害の事実を知ることはでき

なかったものであり，過失はない。

(2) 損害額

ア 原告の主張

(ｱ) 著作権侵害による損害

ａ(a) 被告研究所は，被告東京ＬＭから，本件業務委託契約に基づき，原稿

料２０８５万円，業務委託料９４５万３８２０円，合計３０３０万３８２０円を受

領し，少なくとも１０００万円の利益を得た。

(b) よって，原告は，著作権法１１４条２項に基づき，被告Ｂに対しては４

０万円を，被告研究所及び被告東京ＬＭに対しては１００万円を，連帯して支払う

よう求める。

(c) 被告らは，原告は中小企業診断士の受験講座を開講していないから，著

作権法１１４条２項による算定を求めることはできない旨主張するが，そのような

条文に記載されていない要件は不要である(東京地裁昭和５９年８月３１日判決無
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体集１６巻２号５４７頁)。

ｂ(a) 本件テキストの発行部数，侵害態様等を考慮すると，著作権法１１４

条３項により著作権の行使により受けるべき金銭の額に相当する額は，少なくとも

１００万円である。

(b) よって，原告は，著作権法１１４条３項に基づき，被告Ｂに対しては４

０万円を，被告研究所及び被告東京ＬＭに対しては１００万円を，連帯して支払う

よう求める。

(c) 被告Ｂ及び被告研究所は，本件業務委託契約における原稿料に基づき原

稿料相当額を主張するが，原告の関知しない本件業務委託契約の定めに原告が拘束

されるいわれはない。

(d) 被告らは，原告著作物は創作性の程度が低い旨主張するが，原告著作物

は，参考文献の内容を別な表現で要約し，一定の表現形式とした著作物であって，

創作性が低いと非難されるいわれはない。

(ｲ) 著作者人格権侵害の慰藉料

ａ(a) 前提事実(3)エの著作者人格権(公表権，氏名表示権及び同一性保持権)

侵害に対する慰藉料としては，侵害の程度，態様等を考慮すると，１００万円が相

当である。

(b) よって，原告は，被告Ｂに対してはその一部である２０万円を，被告研

究所及び被告東京ＬＭに対しては１００万円を，連帯して支払うよう求める。

ｂ 被告Ｂ及び被告研究所の権利の濫用との主張は否認する。

イ 被告Ｂ及び被告研究所の主張

(ｱ)ａ 原告の主張(ｱ)(著作権侵害による損害)ａは否認する。原稿料は２０８

万５０００円にすぎない。

原告は，中小企業診断士の受験講座を開講していないから，著作権法１１４条２

項に基づいて被告らの得た利益を原告の損害と推定することはできない。

ｂ 同(ｱ)ｂ(a)は否認する。
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本件業務委託契約に基づく原稿料は１頁当たり５０００円であり，本件侵害部分

は１０頁であるから，これに基づき算定すると，５万円である。さらに，原告著作

物の大半は，参考文献をそのまま又はわずかに改変して転載したもので，創作性の

程度が低いことを考慮すると，上記の２分の１である２万５０００円が相当である。

(ｲ)ａ 同(ｲ)(著作者人格権侵害の慰藉料)は否認する。

ｂ 原告著作物は，他の文献をそのまま又はわずかに改変して転載し，多くの

者の同一性保持権及び氏名表示権を侵害しているのであり，そのような原告が同一

性保持権及び氏名表示権を侵害されたと主張することは，権利の濫用である。

ｃ 仮に権利の濫用に当たらないとしても，上記事実からすれば，改変及び氏

名表示がないことにより侵害された人格的利益はわずかであり，金銭に見積もって

もせいぜい１万円程度である。

ｄ 公表権侵害については，上記のとおり創作性が低いことに，①原告著作物

は，公表することを前提に執筆されたものであり，公表されないことについて人格

的利益を有していないこと，②助言理論基礎の最初の講義日から原告著作物の公表

まで１か月程度であること，③本件テキストを配布された受講生は７０名にすぎな

いことなどを考慮すると，その損害はせいぜい１万円程度である。

ウ 被告東京ＬＭの主張

(ｱ)ａ 原告の主張(ｱ)(著作権侵害による損害)ａは否認する。

原告は，中小企業診断士の受験講座を開講していないから，著作権法１１４条２

項に基づいて被告らの得た利益を原告の損害と推定することはできない。

ｂ 同(ｱ)ｂ(a)は否認する。

本件テキストを販売した場合の価格は，５００円程度と推定される。

本件侵害部分は，５０頁中１０頁であるが，被告Ｂらの主張のとおり，引用部分

が多く，これを考慮すると実質５頁である。

利用料率も，一般的には１０％程度であるが，高くても１５％程度である。

(ｲ)ａ 同(ｲ)(著作者人格権侵害の慰藉料)は否認する。



- 9 -

ｂ 被告Ｂら主張のとおり，著作者人格権侵害侵害の程度は軽微であり，せい

ぜい２万円程度である。

第３ 当裁判所の判断

１ 争点(1)(被告らの故意・過失)

(1) 被告Ｂ及び被告研究所

ア 弁論の全趣旨によれば，被告Ｂは，原告の承諾を得る必要があることを認識

しながら，原告から承諾を得ることなく，原告著作物に基づき本件侵害部分の原稿

を作成したものであるから，原告の複製権及び著作人格権の侵害につき，故意があ

ったものと認めるべきである。

よって，被告Ｂは，本件における複製権及び著作人格権の侵害行為により原告に

生じた損害を賠償する義務がある。

，イ そして，前提事実(3)のとおり，被告Ｂは，被告研究所の代表取締役として

本件侵害部分の原稿を作成し，被告東京ＬＭに引き渡したものであるから，被告研

究所は，民法４４条１項に基づき，被告Ｂの著作権及び著作人格権の侵害行為によ

り原告に生じた損害を賠償する義務がある。

(2) 被告東京ＬＭ

ア 前提事実(2)アのとおり，被告東京ＬＭは，資格取得講座を開講し，受講生

用の教材等を発行することを業として行っている会社であり，教材等の作成及び発

行に当たり，第三者の著作権等を侵害することがないよう十分確認すべき義務を負

っていると認められるところ，その注意義務を尽くしたことを認めるに足りる証拠

はない。

イ よって，被告東京ＬＭは，本件における複製権及び著作人格権の侵害につき，

過失があったものと認めるべきであり，複製権及び著作人格権の侵害行為により原

告に生じた損害を賠償する義務がある。

２ 争点(2)(損害額)
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(1) 著作権侵害による損害

ア 著作権法１１４条２項に基づく算定について

原告が自ら中小企業診断士の受験講座を開講したり，中小企業診断士の受験用の

教本を出版販売していることの主張立証はないから，著作権法１１４条２項に基づ

く算定をいう原告の主張は，その余の点について判断するまでもなく理由がない。

イ 著作権法１１４条３項に基づく算定について

(ｱ)ａ 証拠(乙１の１)及び弁論の全趣旨によれば，本件業務委託契約において，

テキスト１頁当たりの原稿料は５０００円，池袋校及び横浜校の受講者が５０名以

上であれば，１頁当たり５５００円，７０名以上であれば１頁当たり６０００円と

と定められていることが認められる。本件テキストに類似する教材の原稿料が上記

１頁当たり６０００円を超えることを認めるに足りる証拠はない。

ｂ 前提事実(3)イのとおり，本件侵害部分は本件テキストの本文５０頁中１

０頁であるから，原稿料の相場からの試算額は６万円となる。

６０００円×１０頁＝６万円

(ｲ)ａ また，証拠(甲２)及び弁論の全趣旨によれば，本件テキストを本件講座

の受講者以外にも販売する場合の価格は５００円程度であることが認められる。

ｂ 弁論の全趣旨によれば，本件テキストと同種の文献の原稿料は通常１０％

程度であると認められるところ，高めに１５％として試算しても，その原稿料は５

２５０円である。

５００円×３５０部×１０頁／５０頁×１５％＝５２５０円

(ｳ) 以上の試算によれば，著作権法１１４条３項により原告が著作権の行使に

つき受けるべき金銭の額を６万円と認めるのが相当である。

(ｴ) 被告らは，原告著作物の大半は参考文献をそのまま又はわずかに改変して

転載したもので，創作性の程度が低いから，原稿料はより低額で足りる旨主張する

が，弁論の全趣旨によれば，そのような内容になることは中小企業診断士の試験用

講座の教材であること以上，やむを得ないものと認められ，被告ら主張の上記の点
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から，上記認定の額を左右することはできない。

(ｵ) また，被告Ｂ及び被告研究所は，原告著作物は，他の文献をそのまま又は

わずかに改変して転載し，多くの者の同一性保持権及び氏名表示権を侵害している

のであり，そのような原告が同一性保持権及び氏名表示権を侵害されたと主張する

ことは権利の濫用である旨主張するが，原告著作物が他の著作者(丁１～５)の同一

性保持権及び氏名表示権を侵害していると認めることはできないから，この点の上

記被告らの主張は，理由がない。

(2) 著作者人格権侵害の慰藉料

ア 前提事実によれば，原告は，当初から 「中小企業診断士合格ポイントマ，

スター(下)」に掲載され，公刊されることを前提に，原告著作物を著作したもので

あり，本件テキストの発行により予定よりも１か月程度早く公表されたものである。

また，本件テキストは，３５０部印刷されたが，受講生等に配布された数は７０冊

余であり，残りは，比較的早期に廃棄されている。そして，本件テキストの内容は，

中小企業診断士の試験用講座の教材であるという性格上，他の参考文献に記載され

た文章や図表を引用し又は要約した部分が多いものである。

イ これらの事情その他本件に現れたその他の事情を総合考慮すれば，本件に

おける著作者人格権(公表権，氏名表示権，同一性保持権)侵害による損害額を１１

万円と認めるのが相当である。

これに反する原告及び被告らの主張は，いずれも採用することができない。

３ 結論

以上のとおり，原告の請求は，被告らに対し，複製権侵害に基づき６万円，著作

者人格権(公表権，氏名表示権，同一性保持権)侵害に基づき１１万円，合計１７万

円の損害金の(不真正)連帯支払を求める限度で理由があるが，その余は理由がない。

弁論の全趣旨によれば，被告Ｂは原告に対し，第１事件の提訴前に，本件の著作

権侵害等の解決金として１７万円を送金したが，原告がこれを返金したことが認め

られるから，訴訟費用の負担については，民事訴訟法６２条を適用し，主文第３項
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のように負担させるのが相当である。

よって，主文のとおり判決する。

東京地方裁判所民事第４０部

裁判長裁判官

市 川 正 巳

裁判官

大 竹 優 子

裁判官

頼 晋 一


